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　この度、裾野市議会議員の改選に伴い、私たちは 10
月 17 日の臨時議会において、投票による選挙により
正副議長に就任いたしました。職務の大きさと責任の
重さを考えると、誠に身の引き締まる思いであります。
　裾野市議会は、今回の選挙から、議員定数を２人減
の 19 人とし、新たに出発いたしました。定数削減に
よる影響が生じないよう議員力の向上、議会機能の強
化のため、私たちがリーダーシップを発揮していきた
いと思います。
　また、平成 25 年 4 月に施行いたしました「裾野市
議会基本条例」の確実な具現化に引き続き努め、議会
活動の活性化を目指してまいります。

　私たち議会を取り巻く社会情勢は厳しい時代となっておりますが、議会の権限と義務を忘れることなく、
裾野市議会の果たすべき役割を十分に認識し、市民の皆さまの信用と信頼を得ることのできる議会となる
よう努力してまいります。

新議長に土屋秀明議員、副議長に賀茂博美議員

新 議長
土屋　秀明

新 副議長
賀茂　博美

○選第３号　議長選挙
　議長選挙は地方自治法の規定に
基づき投票が行われ、土屋秀明議
員（３期）が当選しました。

○選第４号　副議長選挙
　副議長選挙も議長選挙と同じ
く、地方自治法の規定に基づき投
票が行われ賀茂博美議員（４期）
が当選しました。

○常任委員の選任
　常任委員の指名が行われ、それ
ぞれの委員が決定しました。（３
頁参照）

○議会運営委員の選任
　議会運営委員の選任が行われ、
それぞれの委員が決定しました。

（３頁参照）

○選第５号　駿東地区交通災害共
済組合議会議員選挙

　駿東地区交通災害共済組合議会
議員選挙は、地方自治法の規定に
基づき指名推選で行われ土屋秀明
議員が当選しました。

○選第６号　裾野市長泉町衛生施
設組合議会議員選挙

 裾野市長泉町衛生施設組合議会
議員選挙は、地方自治法の規定に
基づき指名推選で行われ、小林俊
議員（６期）、土屋秀明議員（３期）、
二ノ宮善明議員（３期）、中村純
也議員（２期）、勝又利裕議員（１
期）の５人がそれぞれ当選しまし
た。

○選第７号　富士山南東消防組合
議会議員選挙

　富士山南東消防組合議会議員選
挙は、地方自治法の規定に基づき
指名推選で行われ、佐野利安議員

（３期）、杉山茂規議員（３期）、
土屋主久議員（１期）の３人がそ
れぞれ当選しました。

○第66号議案　監査委員の選任に
ついて

　監査委員の選任については、市
長から提案理由の説明が行われた
後、 採 決 に
入 り、 三 富
美 代 子 議 員

（４期）の選
任 に 同 意 し
ました。

平成30年 第1回  臨時会が開かれました。
　平成 30 年第 1 回臨時会が 10 月 17 日（水）に開かれました。
　この臨時会は、市議会議員選挙後に行われる初議会です。
　本会議では正副議長選挙、常任委員の選任、議会運営委員の選任、一部事務組合議会議員選挙、
議会選出の監査委員の選任などが行われました。
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各委員会委員の紹介

　企画部、総務部、環境市民部（水道事業、下
水道事業と簡易水道事業に係るものを除く）、
出納課、監査委員、議会事務局の所管に属する
事項、他の常任委員会の所管に属しない事項に
ついての調査などを行います。

総 務 委 員 会

　健康福祉部、教育委員会の所管に属する事
項、その他委員会で決定した事項の調査を行い
ます。

厚生文教委員会

副委員長
岩井 良枝

委員長
杉山 茂規

委員
勝又 豊

委員
土屋 秀明

委員
浅田 基行

委員
三富 美代子

　予算決算委員会は、予算及び決算に関する事項を所管
します。定数は 19 人（全議員）です。予算決算委員会

　環境市民部（水道事業、下水道事業と簡易水
道事業に係るものに限る）、産業部、建設部の
所管に属する事項、その他委員会で決定した事
項の調査を行います。

産業建設委員会

副委員長
小田 圭介

委員長
井出 悟

委員
土屋 主久

委員
小林 俊

委員
賀茂 博美

委員
二ノ宮 善明

　議会運営委員会は、定例会、臨時会の運営（日
程案、議員提出議案などの取扱い）、請願、意
見書、陳情、決議案の取扱い、議長からの諮問
事項などについて協議します。

議会運営委員会

委員
杉山 茂規

委員
井出 悟

委員
小田 圭介

委員
二ノ宮 善明

副委員長
岡本 和枝

委員長
小林 俊

委員
内藤 法子

委員
佐野 利安

副委員長
村田 悠

委員長
中村 純也

委員
佐野 利安委員

岡本 和枝
委員

内藤 法子

委員
勝又 利裕

委員
増田 祐二



　各常任委員会から選出された編集委員です。
議会だよりは年４回発行します。皆様のご意見
をお待ちしています。

議会だより編集委員会

副委員長
増田 祐二

委員長
土屋 主久

委員
浅田 基行

委員
勝又 利裕

委員
勝又 豊

委員
二ノ宮 善明

　裾野市議会は、市民から選ばれた 19 人の議員で構成され、
議決機関としての大切な役割を果たしています。定例会は３
月、６月、９月、12 月の年４回開催され、議案審議のほか、
市民の皆さんの生活に直結した重要な事柄などについて活発
な論議が交わされています。
　また、必要がある場合において、その特定事件に限り審議
するために招集される臨時会があります。

市議会の権限
　市議会の持つ権限のうちで最も重要なものは議決権です。
　これは市の条例や予算などの議案を審議し、その可否を決
定する権限です。市長や教育委員会などの執行機関は、その
議決に従って仕事を進めています。
　このほか、議長・副議長や選挙管理委員会などの選挙権、
同意権や意見書提出権、また、執行機関に対する検査権、調
査などがあります。

本会議
　本会議は議案などを審議し、議会の最終的意思を決定する
会議です。議員定数の半数以上の議員が出席しなければ開く
ことができません。

委員会
　議案などは全て本会議で決定されますが、複雑な議会の仕
事を分担し、専門的・効率的に審査するため、いくつかの委

員会を設けています。
○常任委員会
　常に議会に置かれている委員会で、行政事務の調査、予算、
条例などの議案、請願・陳情の審査を行います。
　議員は少なくとも一つの常任委員会に所属することになっ
ており、本市には４委員会（総務委員会・厚生文教委員会・
産業建設委員会・予算決算委員会）が置かれています。
○特別委員会
　特別な事件の審査、調査のため、そのたびに設置される委
員会です。

議会だよりすそのでは、年齢や障がいの有無に関係なく、できるだけ多くの人が「見やすく、読みやすい」よう細かく配慮されたＵＤ
（ユニバーサルデザイン）フォントを使用しています。
発  行●裾野市議会　静岡県裾野市佐野 1059 編  集●議会だより編集委員会　☎ 055-995-1839（直通）
E メール● gikai@city.susono.shizuoka.jp 印  刷●ナポー株式会社

市役所５階の議会事務局受付へお越しください。
受付簿に、住所と氏名をご記入いただくだけで傍聴できま
す。審議や他の傍聴者の妨げにならない範囲で、会議開始後
の入場や途中退席をすることもできます。
９月定例会の傍聴者は、112人でした。
市役所１階ロビーのモニターでも、本会議の様子をご覧いた
だけます。
平成30年度12月定例会（内定案）※予定は変更する可能性があります。

議会傍聴にお越しください

11月26日 月 本会議 10：00 ～

11月28日 水
本会議 10：00 ～

予算決算委員会 本会議終了後

11月29日 木 予算決算委員会（厚生文教分科会）
厚生文教委員会 9：00 ～

11月30日 金 予算決算委員会（産業建設分科会）
産業建設委員会 9：00 ～

12月3日 月 予算決算委員会（総務分科会）
総務委員会 9：00 ～

12月4日 火

本会議（一般質問） 10：00 ～
12月5日 水
12月7日 金

12月10日 月
予算決算委員会 本会議終了後

12月12日 水 本会議 10：00 ～
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